
第１次計画から第２次計画への施策体系の推移 【資料6】
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既存のネットワークの活用と連携強化

協議会の仕組みづくり

重層的支援体制整備事業との連携

中核機関の設置運営

中核機関による地域連携ネットワークの体制づくり

協議会の事務局

制度利用促進

地域連携ネットワークと協働して利用促進

中核機関の役割分担

市民向けの制度周知

制度理解促進のための工夫

関係機関への広報・啓発

関係機関との連携・協力

相談体制の強化

地域連携ネットワークの活用（専門的助言）

地域連携ネットワークの活用（チーム支援）

受任者調整（親族後見人）

受任者調整（専門職後見人）

市民後見人の育成

法人後見の担い手の育成・活動支援

日常生活自立支援事業からのスムーズな移行

第三者後見人等の支援

市民後見人の支援

親族後見人の支援

後見人等への支援

親族後見人等による不正予防

専門職団体との連携

金融機関との連携

市長申立の実施

助成制度
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（１）成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進

（２）新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援

（１）本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透

（２）適切な後見人等の選任・交代の推進

（３）後見人等に関する苦情等への適切な対応

（１）成年後見制度に関する普及啓発

（２）相談機能の充実

（３）成年後見制度の利用促進機能の充実

（４）後見人等支援機能の充実

（５）関係機関・金融機関と連携

（１）担い手の確保・育成

（２）任意後見制度の利用促進

（３）市長申立ての適切な実施

「チーム」体制の強化
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第2次計画 あらたな取り組み（推進・強化） 第１次計画
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